
船舶事故調査報告書 

令和３年１１月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年５月９日 ００時１５分ごろ 

発生場所 沖縄県北大東村北大東島北方沖 

北大東島灯台から真方位０１６°１３.６海里付近 

 （概位 北緯２６°１０.１′ 東経１３１°２１.８′） 

事故の概要  漁船長
ちょう

栄
えい

丸は、漂泊中、また、漁船盛
もり

丸は、航行中、両船が衝突

した。 

事故調査の経過 令和３年５月２０日、主管調査官（那覇事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 長栄丸、１４.９８トン 

   ＯＮ２－１０１１（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９６－２４２３９号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 盛丸、７.９トン 

   ＯＮ２－０９２８（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９６－２２９３２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に破口（全損） 

Ｂ バルバスバウに亀裂、左舷船首部のかんざしが折損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風速 約３m/s、視程 約１２km 

海象：波高 約１ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、そでいか漁の操業を終え、翌朝

からの操業予定場所に移動した後、機関を停止し、漂泊して操舵室で

横になり仮眠中、衝撃を感じて目が覚め、外に出て確認したところ、

Ａ船の左舷中央部にＢ船の船首部が突き刺さったような状態となって

いるのを認めた。 

 船長Ａは、両船を離そうと操舵室に戻って舵を切ったところ、Ｂ船

が離れてそのまま前進して行ったので、船舶電話でＢ船を呼び出し、

両船が衝突したことを伝えた。 

船長Ａは、漂泊中、レーダーの接近警報を設定していたが、警報音

を聞いた記憶がなく、また、漂泊を開始する前に感度等の調整を行っ

ていなかった。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、そでいか漁の操業を終え、約４

ノットの対地速力で自動操舵により南西進した。 

 船長Ｂは、椅子に腰を掛けて見張りを行いながら航行していたとこ



ろ、いつしか居眠りに陥り、Ａ船と衝突したことに気付かず、船舶電

話の呼出音で目が覚め、船長ＡからＡ船と衝突したことを知らされ、

すぐにＡ船のもとに引き返した。 

船長Ｂは、本事故前日まで３日間連続でそでいか漁の操業を行って

おり、まとまった睡眠をとることができておらず、疲労が蓄積してい

るのを感じていた。 

船長Ｂは、航行中、レーダーの接近警報を設定していたが、警報音

を聞いた記憶がなく、また、航行を開始する前に感度等の調整を行っ

ていなかった。 

分析 Ａ船は、レーダーの接近警報を設定して漂泊中、船長Ａが仮眠を 

とっていたことから、接近するＢ船に気付かずに漂泊を続け、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、翌朝からの操業に備え、漂泊して仮眠をとっていたもの

と考えられる。 

Ｂ船は、レーダーの接近警報を設定して自動操舵により南西進中、

船長Ｂが居眠りに陥って航行を続けたことから、前路で漂泊中のＡ船

に気付かずに衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、３日間連続で操業し、まとまった睡眠をとることができ

ておらず、疲労が蓄積し、椅子に腰を掛けていたことから、航行中、

居眠りに陥ったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が自動操舵により南西進中、

船長Ａが仮眠をとっており、また、船長Ｂが居眠りに陥って航行を続

けたため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中に眠気を催した場合、手動操舵に切り替えたり、立ち上が

って操船したり、外気に当たったりするなどして居眠り運航を防

止する措置を採ること。 

 ・単独で操船する場合、疲労が蓄積されている状態では居眠りに陥

りやすいので、安全な場所で睡眠や休憩をとった上で操船に当た

ること。 

・レーダーの接近警報を設定する場合、感度を適切な状態に調整す

るとともに、同警報を設定している場合であっても、常時、適切

な見張りを行うこと。 

 


